
中運局公示第２４０号 

 

 

公                示 

 

 道路運送法施行規則第１５条の４第３号の規定に基づく「旅客の利便を阻害しない場

合」を下記のとおり公示する。 
 

 

平成１４年 １月１８日 

 

 

中部運輸局長  津野田 元直 

 

 

記 
 

１ 道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号。以下「施行規則」という。）第

１０条第１項第１号ロに規定する長距離急行運送等に係る路線の休止又は廃止の場合 

 

２ 付替路線（停留所の位置の変更がないものに限る。）の開設に伴う路線の休止又は廃 

止の場合 

 

３ 施行規則第１０条第１項第１号イに規定する定期観光運送に係る路線の休止又は廃

止の場合 

 

４ 当該路線の休止又は廃止について、地域協議会の分科会として設置された地域公共 

交通会議または道路運送法施行規則第９条第２項の規定による協議会（以下、「協議会」

という。）において協議が調った場合 

 

５ 当該路線の休止又は廃止について、地域公共交通会議又は協議会（当該路線が一の市

町村の区域内のみにおいて行われる路線定期運行である場合に限る。）において協議が

調った場合 

 

６ 前５項に定めるもののほか、適用地域毎に次のとおりとする。 

 

（１）三重県を適用地域とする場合 

① 休止から１年以上経過した路線の廃止 

② ５００㍍以内の区間の休止又は廃止 

③ 沿線地域の住民が日常的に利用しない路線（観光施設等へのアクセス路線）の 

休止又は廃止 



④ 付け替え路線（停留所の位置の変更が徒歩による距離５００㍍以内のものに限 

る。）の開設に伴う路線の休止又は廃止 

⑤ 休止又は廃止する路線と近接して他の路線（鉄道と道路運送法の許可に基づく市 

町村の自主運行バスを含む。）が存在し、休止又は廃止する区間内の全ての停留所 

から徒歩による距離にして５００㍍以内に近接する路線の停留所（鉄道駅を含む。） 

があるもの 

⑥ 市町村長からすでに書面による同意を得ている路線の休止又は廃止 

 

（２）愛知県を適用地域とする場合 

① 休止から１年以上経過した路線の廃止 

② ５００㍍以内の区間の休止又は廃止（過去６ヶ月間に当基準に基づく路線の休止 

又は廃止がない場合に限る。） 

③ 付け替え路線（停留所の位置の変更が徒歩による距離５００㍍以内のものに限 

る。）の開設に伴う路線の休止又は廃止 

④ 休止又は廃止する路線と近接して他の路線（鉄軌道と道路運送法の許可に基づく 

市町村の自主運行バスを含む。）が存在し、休止又は廃止する区間内の全ての停留 

所から徒歩による距離にして５００㍍以内に近接する路線の停留所（鉄軌道駅を含 

む。）があるもの 

⑤ 沿線地域の住民の日常的な利用がない路線として、深夜時間帯（２３時から５時 

まで）のみの路線 

また、主に観光地や観光施設、空港等へ行くことを目的とした路線、イベント輸 

送などに運行される路線の休止又は廃止 

⑥ 沿線地域市町村長の書面による同意に基づく路線の休止又は廃止 

 

（３）福井県を適用地域とする場合 

市町村の同意を得た路線の休止又は廃止 

 

（４）静岡県を適用地域とする場合 

事前に沿線市町村が路線の休止又は廃止の連絡を受けた次の場合 

① 休止から１年以上経過した路線の廃止 

② ５００㍍以内の区間の休止又は廃止（過去１年間に当基準による路線の休止又 

は廃止がない場合に限る。） 

③ テーマパーク、遊園地等商業的なレジャー施設や公営競技場（モーターボート 

競争法、自転車競争法等に基づくものに限る。）などへのアクセス路線（途中停留 

所のない立ち寄り路線を含む。）の休止又は廃止 

④ 休止又は廃止する路線と近接して他の路線（鉄道、道路運送法の許可に基づく 

自主運行バスを含む。）が存在し、休止又は廃止する区間内の全ての停留所から５ 

００㍍以内に近接する路線の停留所（鉄道駅を含む。）があるもの 

⑤ 路線の付け替え路線（停留所の移動が５００㍍以内に限る。）の開設に伴う路線 

の休止又は廃止 

 



（５）岐阜県を適用地域とする場合 

① 休止から１年以上経過した路線の廃止 

② ５００㍍以内の区間の休止又は廃止 

 

附 則 

この公示は、平成１４年２月１日から適用する。 

 

附 則（平成１４年６月４日 中運局公示第６０号） 

この公示は、平成１４年６月４日から適用する。 

 

附 則（平成１４年７月１日 中運局公示第１０８号） 

この公示は、平成１４年７月１日から適用する。 

 

附 則（平成１４年９月２０日 中運局公示第１９３号） 

この公示は、平成１４年９月２０日から適用する。 

 

附 則（平成１７年４月２８日 中運局公示第２４号） 

この公示は、平成１７年５月１日以降に申請のあったものから適用する。 

 

附 則（平成２０年６月３０日 中運局公示第４６号） 

この公示は、平成２０年７月１日から適用する。 

 

附 則（令和４年２月３日 中運局公示第６９号） 

この公示は、令和４年２月３日から適用する。 

 

附 則（令和４年４月１１日 中運局公示第３号） 

この公示は、令和４年４月１１日から適用する。 

 

附 則（令和５年３月７日 中運局公示第８３号） 

この公示は、令和５年４月１日から適用する。 

 


